






CHAPTER:5

事例 : ブラジルのアグロフォレストリー 3)

  ブラジルのパラ州トメアスでは、日系人コミュニティが中心となって「遷移

型アグロフォレストリー」が実践されてきました。これは、植生遷移を模した

方法で、収穫期の異なる有用な樹木や作物を同時に栽培する方法です。この方

法は、アマゾン周辺でこれまで行われてきた焼畑や牧畜に比べ、単位面積あた

りの収益が高い点、土地への負荷が低く定着して行える点、単一作物の栽培よ

り病害虫被害を受けにくい点 などで優れています。以下の表に示していると

おり、数十年間にわたり樹木を育てながら活用すること、多種多様な樹種が共

存することから、その場所を利用する生物相も豊かになるため、森林の生物多

様性の保全にも貢献する手法と考えられます。

トラスト

  活動地の国や自治体が保護区を設けていない場所を保護する方法の一つとして、寄

付等を利用した土地の取得と保全＝トラストがあります。土地の購入を伴うため、外

国の法人が簡単に行うことはできませんが、日本の NGOが取り組んでいる例として、

マレーシアで熱帯林のトラストを支援しているボルネオ保全トラスト日本の活動があ

ります（Ｐ.31「7 章　企業と NGO/NPO のパートナーシップのあり方と優良事例」

参照）。同団体は、日本での募金によって集められた資金を寄付することによって、

現地のNGOであるボルネオ保全トラストの土地の購入に対する支援を行っています。

（P.36「8章　森林保全活動にかかる費用」参照）

生態的回廊による森林の機能回復

　生態的回廊（エコロジカル・コリドー）とは、分断された動植物の生息地である森

林の間を生物が移動できるようにするための回廊のことです。生息地が分断されると、

地上や樹上を移動する動物や昆虫の移動が妨げられ、繁殖に支障が生じたり、遺伝的

多様性が失われるなどの問題が起こりやすくなります。生物多様性の保全という面か

らは、森林の面積が大きく、連続的であることが重要な要素となるので、森林を生態

的回廊によってつなぐことで、森林の持つ生物の生息地としての役割や再生産機能を

高めることができると考えられています。ただし、回廊の幅が極端に狭かったり、長

すぎたりすると、回廊内で捕食される圧力などが高まるため、望ましくないとされて

います。また、回廊を移動する生物が地上性である場合は、草本や低木などの下層植

生が維持されていることが重要です。

　上記のバードライフ・インターナショナルのインドネシアでの保護区設定や、コン

サベーション・インターナショナルによるフィリピンでのプロジェクト（Ｐ. 27「7

章　企業と NGO/NPO のパートナーシップのあり方と優良事例」参照）は、いずれ

も現地政府が定めた国立公園や森林保護区の周辺のバッファーゾーン（緩衝地帯）を

保護や森林回復の対象地とするものです。また前述のボルネオ保全トラストによる緑

の回廊は、河川沿いに点在する保護区をトラストによって購入した土地でつないでい

く構想で、生態的回廊を用いた森林生態系の回復への取り組みといえます。

森林保護区の設置

  原生林や貴重な天然林、生物多様性の高い森林を保全するために最もよくとられる

方法は、保護区の設置です。保護区には、国立公園、野生生物保護区、森林保全区域

などさまざまな形態がありますが、通常は国や自治体が設定するため、企業からの直

接の参加は困難と思われがちです。しかし、例えばインドネシアでは、国際 NGOバー

ドライフ・インターナショナルが 100 年間にわたる保護を目的に５万ヘクタールの

森林の伐採権を約 30 億円で取得し、既存の保護区と合わせ 10 万ヘクタールに面積

を拡大するなど、民間主導の保護区の設置を進めています。同活動はバードライフ・

インターナショナルが独自に行うだけでなく、企業からも寄付を受付けています。ま

た、国際熱帯木材機関（ITTO）は、熱帯各国政府から要請のあがっている熱帯林保

全プロジェクトへの企業の寄付を呼びかけています。

天然林の保全―生物多様性に資する森林の保全と回復

収穫までの期間 作物の例

短期（1 年以内）

１・・2 年～

数年後～

8 年前後～

～数十年

キャッサバ、メイズ、陸稲、豆類、瓜など

コショウ、パッションフルーツ、バナナなど

カカオ、アサイー、クプアス（アマゾンフルーツ）

パラゴム、ブラジルナッツなど

チーク、マホガニーなど

第 5 章 多 様 な 森 林 保 全 の 手 法 と 留 意 点

森の人オランウータン（マレーシア）
ⓒボルネオ保全トラストジャパン

カニクイザル（マレーシア）
ⓒボルネオ保全トラストジャパン

3) 特定非営利活動法人HANDS「アマゾンにおけるアグロフォレストリー普及に関する調査・セミナー報告書」2009年 2月

さまざまな果樹やヤシ、コショウなどが混在する
アグロフォレストリーの農園（ブラジル）
ⓒHANDS
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CHAPTER:5

事例：ラオスでのコミュニティ・フォレスト支援活動

　村人が伝統的に利用しつつ保全してきた森林が、無秩序な伐採や開発事業の対

象となるのを避けるため、「コミュニティ・フォレスト」として法的に登録する「土

地・森林委譲」活動への支援が行われています。政府から森林の利用・管理権が

認められることで、無秩序な森林伐採や開発事業の抑止につながります。森林ボ

ランティアを育成し、森林の資源調査や利用ルールの普及・啓発の活動を進めて

います（Ｐ. 36「8章 森林保全にかかる費用」参照）。

トピック　生物多様性と森林

　生物多様性の豊かさを支える森林の保全とは、どのようなものでしょうか。生

物多様性の基盤は植物であることから、植物種の多様性は重要であり、外来種で

はなく対象地域にもともと存在する在来種による森林保全・再生が基本となりま

す。多くの植物はその授粉や種子散布を、昆虫や鳥、動物に担ってもらっています。

森林は生物の生息環境であると同時に、さまざまな昆虫、鳥、動物と相互に関係

を持って進化してきました。例えば熱帯林の高木には、大きな果実と種をもち、

それを食べる哺乳類（ゴリラやオランウータンなど）や大型鳥類（サイチョウなど）

による種子散布が行われているものがあります。もしこれらの動物がいなくなっ

てしまうと、長期的には樹木の世代交代・更新も困難になる可能性があると懸念

されています。特に森林の回復・再生においては、植物だけでなく森林に生息す

るあらゆる生物を含んだ、生物多様性の保全と回復を念頭に置くことが重要です。

コラム　森林の保全とガバナンス

　森林減少や劣化が進んでいる国や地域において、森林の保全を困難にしている

要因の一つに、ガバナンスの問題があります。森林保全や持続的利用と管理に関

する法律が制定されていても、それを遵守することができなければ結果は伴いま

せん。開発途上国では、森林は国有となっている場合が多く、政府が住民や企業

に利用権や伐採権を認める形で利用されています。しかし 1カ所の森林の利用

権が、複数の人や企業に与えられたり、保護区内や地元住民の慣習的な森林使用

権が設定されている場所に伐採権が付与される例もあります。保護区や国立公園

により貴重な森林を保全することは極めて重要ですが、地域住民の賛同が得られ

なければトラブルのもととなり、保全は進みません。森林に関するガバナンスに

ついては、国際社会でも問題と重要性が指摘され 、世界の森林を守るために大

変重要な要素として認識されています。

市場からの森林保全

　木材・木材製品の調達を通じて違法伐採問題などに対処するための活動も進めら

れています。これらは日本の木材利用の全体から見るとまだ非常に限られた範囲に

しか広がっていませんが、市場からの森林保全活動と言うことができます（Ｐ.32

「7章 企業と NGO/NPO のパートナーシップのあり方と優良事例」参照）。

持続可能な森林経営の推進のための取り組み

第 5 章 多 様 な 森 林 保 全 の 手 法 と 留 意 点

コミュニティ・フォレスト　　生産地における取り組み

　地域の住民コミュニティが主体となり、地域の森林の保全とその適切な利用の両立を

目指す森林管理の手法で、東南アジアで広く実践されています。コミュニティが地域の

森林の利用等に関する管理規則を定め、また利用林、保全林などのゾーニングを行い、

場合によっては植林も行います。コミュニティ・フォレストは人との関わりが深く、利

用しつつ守られてきた森が対象となるため、原生林よりも天然林の二次林が多く、部分

的に果樹や建材となる樹木が植栽されている場合もあります。NGO/NPO の森林保全活

動の中では、対象地の利用目的により、生活林や燃料採取林など、さまざまに定義され

ています。企業と NGO/NPO のパートナーシップによるコミュニティ・フォレストに対

する支援活動は、これまであまり進んでいませんが、持続的な森林利用に関するプロジェ

クトとして、今後、企業とNGO/NPOの連携の可能性がある活動です。

（日本国際ボランティアセンターの事例から）

サイチョウ ( マレーシア）
ⓒボルネオ保全トラストジャパン

森へ林産物を採りに行く子供たち（ラオス）
ⓒメコン・ウォッチ

森林利用権の研修 ( ラオス）
ⓒ日本国際ボランティアセンター
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21 22

21 22











CHAPTER:7

事例１：企業とＮＧＯのパートナーシップによる
           持続可能な森林再生プロジェクト

　企業と NGO/NPO のパートナーシップは増加傾向にあり、その内容は徐々に多様化し

てきています。森林保全分野でも、従来は単発的な資金提供が主でしたが、近年では継続的

な支援や企業担当者の現地訪問、調査・計画・評価への参加など、プロジェクト実施に関わ

る実質的なパートナーシップの事例が少しずつ増えています。ここでは、企業と

NGO/NPO 連携の優良事例を紹介します。

  事例１では、企業と NGO/NPO のパートナーシップによる地元コミュニティや生物多

様性に配慮した持続可能な森林保全のモデルについて、事例２では、複数の NGO/NPO

とパートナーシップを組んで、森林生態系保全活動に取り組む企業のプロジェクトの目的設

定や進め方について、事例３と４では、企業の原材料の調達と関連する森林保全活動と持続

可能な森林利用の推進について取り上げます。

  なお、NGO/NPO とのパートナーシップが成功している企業の共通点は、「森林保全分

野のパートナーシップ構築のあり方調査報告書」では以下のようにまとめられています。こ

こで紹介する優良事例もまた、これらと同じ共通点を有しています。

1.在来種による森林再生：苗木生産・植樹・維持管理・保護・パトロール・山火事防止

2. 住民の代替生計手段の提供（天然林伐採を減少させるため）：アグロフォレストリー

普及・ 技術指導

3.保全活動への地元社会の参加促進：普及啓発キャンペーン・能力構築・技術指導

4.森林減少対策：薪炭用樹木の植栽・非木材燃料の調理器具導入・植林基金の設立

概要：トヨタ自動車株式会社とコンサベーション・インターナショナルは、フィリピン共和

国のルソン島において、2007年から相手国政府、自治体との協働により熱帯林再生プロジェ

クトを実施しています。「住民と共生する持続可能な植林」を目指し、熱帯林の再生と果樹（マ

ンゴー）による住民の所得向上、森林伐採に頼らない経済的自立のモデルづくりとともに、

支援終了後もこのモデルが継続されていくための取り組みを行っています。トヨタ自動車で

は、このプロジェクトを、自社の生物多様性への取り組みを規定する「生物多様性ガイドラ

イン」（2008年３月策定）に基づく取り組みの一つとして位置づけています。

NGO/NPO とのパートナーシップが成功している企業の共通点
●森林保全への取り組みが社の方針として位置づけられていること。
●企業担当者が現地訪問したり内容に踏み込んだ長期的連携を行っており、企業

側にオーナーシップがあること。
●プロジェクト単体での支援だけでなく、森林問題への取組、解決という目的を

共有していること。
●議論と対話を重ね、NGO/NPO や地元団体・コミュニティと信頼関係を築いていること。

第 7 章 企業と N G O ／ N P O のパートナーシップの
　　あり方と優良事例

トヨタの持続可能な森林再生プロジェクトモデル

地域社会の
生計支援

果実からの収益の
一部をプール

森 林

荒廃地

在来種の植樹

植林・森林再生

果樹の植栽

アグロフォレストリー

生物多様性保全
森林保護

土壌流失防止

森林再生活動・森林劣化対策新たな森林再生の資金

果実収穫

Reforestation Fund

維持管理

本プロジェクトで行っている主な活動は以下の通りとなっています。

植林用の苗木生産
ⓒコンサベーション・インターナショナル　

植林後の管理
ⓒコンサベーション・インターナショナル　

燃料用のための森林伐採対策として、
籾ガラストーブを普及
ⓒコンサベーション・インターナショナル　

活動の特徴 :このプロジェクトの特徴は、以下の４点にまとめることができます。

　なお、本プロジェクトは、生物多様性、地元コミュニティにも配慮した植林活動である

ことが評価され、2009年12月にCCBゴールド認証（P.43「10章 森林保全活動に関連す

るガイドラインとその活用）を取得しています。

①森林荒廃対策（住民による天然林からの伐採をゼロに）と住民の収益倍増（果樹

からの収益）に数値目標を掲げていること

②燃料用の森林の造成などにより住民へ計画的に燃料を供給

③生物多様性保全と水源涵養機能の回復

④植林した樹木の活着率に応じた管理費支払いと、森林の持続的な利用に関する啓蒙

活動による住民主体の育林の促進
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